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（１０時００分） 

  ──────────────────────────────────── 

開会・挨拶 

 

●議長 

 皆さん、おはようございます。臨時会の出席、大変ご苦労さまです。 

 ただいま、出席議員９名で定足数に達しておりますので、令和７年奈井江町議会第

２回臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

  ──────────────────────────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

●議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、２番、星議員、３番、篠田議

員を指名をいたします。 

 

  ──────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定について 

 

●議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。会期は、本日１日間と決定をいたしました。 

 

  ──────────────────────────────────── 

日程第３ 議案第１号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時０１分） 

 

●議長 

 日程第３、議案第１号「令和６年度奈井江町一般会計補正予算（第９号）の専決処分

の承認を求めることについて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 おはようございます。それでは議案書の１ページをお開きください。 

 議案第１号専決処分の承認を求めることについて。 

 専決事項は、令和６年度奈井江町一般会計補正予算（第９号）であります。第１条に

おいて、歳入歳出それぞれ４,１８８万６,０００円を追加し、総額をそれぞれ５９億

２,２４７万７,０００円とするものであります。 

 今回の補正予算につきましては、令和６年度の地方交付税等歳入予算の確定を主たる

ものとし、３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 令和７年４月３０日提出、奈井江町長。 

 それでは、補正予算の内容について歳出より説明いたしますので、１１ページをお開

きください。 

 ２款１項１０目の地域振興基金では、ご寄附による積立てで１１０万円を追加計上。

１２目の森林環境譲与税基金では、森林環境譲与税増額分４万６,０００円を追加計上

しております。 

 次に、歳入について説明いたしますので、７ページをお開きください。 

 ２款地方譲与税から１０ページにわたります１２款交通安全対策特別交付金まで、そ

れぞれ交付額の確定により、合わせて２,６２８万６,０００円を追加計上。 

 １５款２項４目の土木費国庫補助金では、地方公共団体への道路除雪費の支援として

交付された臨時道路除雪事業費補助金１,４００万円を追加計上。 

 １８款寄附金では、萬博文様、匿名希望の方１名からのご寄附及び企業版ふるさと納

税により１６０万円を追加計上しております。 

 以上における歳入歳出の差４,０７４万円については、財政調整基金積立金を同額計

上し、収支の均衡を図っております。 

 以上、補正予算の概要について説明いたしました。よろしくご審議の上、ご承認をお

願いいたします。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論ありませんか。 
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（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決します。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり承認されました。 

 

  ──────────────────────────────────── 

日程第４ 議案第２号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時０３分） 

 

●議長 

 日程第４、議案第２号「奈井江町税条例及び奈井江町都市計画税条例の一部を改正す

る条例」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 それでは、議案書の１３ページを開きください。 

 議案第２号「奈井江町税条例及び奈井江町都市計画条例の一部を改正する条例」。 

 令和７年４月３０日提出、奈井江町長。 

 本案につきましては、地方税法の一部改正に伴い、町税条例及び都市計画条例の一部

を改正するものであります。 

 詳細については、担当課長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定をお願

いいたします。 

 

●議長 

 町民生活課長。 

 

●町民生活課長 

 おはようございます。改正の内容につきまして、臨時会資料の資料１により説明いた

しますので、１ページをご覧願います。 
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 今回の改正は、令和７年度の地方税法の改正に伴い、町税条例、都市計画税条例を改

正するものであります。 

 主な改正点について説明をいたします。 

 １の「公示送達、納税証明事項」につきましては、公示送達制度の見直しにより、公

示送達は公示事項をインターネットを利用する不特定多数の者が閲覧することができる

状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を町の事務所に設置した電

子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとることに

よって行うものであります。 

 施行期日は、令和５年度の税制改正により、公布の日から起算して３年３か月を超え

ない範囲内において、政令で定める日としております。 

 次に、２の「個人町民税関係」につきましては、「特定親族特別控除の創設」に係る

改正であります。 

 特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代（１９歳以上２３歳未満）の親族

等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除

の額が段階的に低減する仕組みを導入するものであります。 

 これにより、年収要件が１５０万円まで引き上げられ、年収１５０万円を超えても

１８８万円までは控除額が低減する仕組みとなります。 

 次に、３の「固定資産税関係」につきましては、長寿命化に資する大規模修繕工事を

行ったマンションに係る固定資産税の減額措置の手続の見直し及び適用期限の延長であ

ります。 

 マンション管理組合の管理者等から、町長に必要書類等の提出があり、一定の要件に

該当すると認められる場合には、区分所有者から申告書の提出がなくても当該減額措置

を適用することができることとした上、その適用期限を令和９年３月３１日まで２年間

延長することとなっております。 

 次に、４の「軽自動車税関係」につきましては、二輪車の車両区分の見直しに伴う改

正であります。原付バイクの法改正による新基準原付は、最高出力を４キロワット以下

に制御した総排気量１２５ｃｃ以下の二輪車を、従来総排気量５０ｃｃ以下とされてい

た一般原動付自転車に新たに区分するもので、年税額は２,０００円となります。 

 また、マイナ免許証の運用開始に伴い、減免申請時の提示義務に係る条文整理を行っ

ております。 

 続きまして、２ページをお開きください。 

 ５の「国民健康保険税関係」につきましては、法令の改正に合わせ、国民健康保険税

の基礎付加額に係る課税限度額を、現行の６５万円から６６万円に、後期高齢者支援金

等課税額に係る課税限度額を、現行の２４万円から２６万円に引き上げるとともに、国

保税の軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗ずべき金額を、５割軽減の対

象となる世帯の場合は３０万５,０００円に、２割軽減の対象となる世帯の場合は

５６万円にそれぞれ引き上げるものです。 

 次に、６の「課税標準の特例につきましては、加熱式たばこの課税方式が段階的に見
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直され、紙巻たばこよりも税負担の水準が低いため、課税の適正化を図るもので、町た

ばこ税の課税標準の特例規定を追加しております。 

 ７の「都市計画税関係」につきましては、固定資産税と同様の措置となるため、所用

の改正を行っております。 

 また、改正条例の附則といたしまして、それぞれ施行期日を規定しております。 

 以上、「奈井江町税条例及び都市計画税条例の一部を改正する条例」の主な改正点に

ついて、ご説明申し上げました。 

 よろしくご審議の上、ご決定をお願いいたします。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２号を採決します。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。本案は、原案のとおり可決されました。 

 

  ──────────────────────────────────── 

日程第５ 議案第３号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時０９分） 

 

●議長 

 日程第５、議案第３号「町有財産の取得について（奈井江小学校タブレット整備事

業）」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

（副町長 登壇） 
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●副町長 

 それでは、議案書の１９ページをお開きください。 

 議案第３号「町有財産の取得について」。 

 下記のとおり財産を取得するため、地方自治法及び奈井江町財産及び契約に関する条

例の規定に基づき、町議会の議決を求める。 

 令和７年４月３０日提出、奈井江町長。 

 記といたしまして、１、取得する財産、奈井江小学校タブレット整備事業。２、契約

の方法、随意契約による。３、契約の金額、１,１４９万８,０８０円。契約の相手方、

札幌市白石区、大丸株式会社であります。 

 以上、町有財産の取得についてご説明いたしました。 

 よろしくご審議の上、ご決定をお願いいたします。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。５番、石川議員。 

 

●５番 

 ただいまの契約についてですけれども、契約の方法が随意契約となっております。こ

れについての詳細な経緯説明をお願いいたします。 

 

●議長 

 教育委員会局長。 

 

●教育委員会局長 

 契約の方法について説明をさせていただきます。 

 契約の方法につきましては、随意契約によるとされておりますが、今回の契約につき

ましては、北海道で行いました公立学校情報機器整備共同調達会議によりまして、北海

道の自治体が希望される調達会議を行いまして、競争入札により決定をしたということ

になっております。 

 この共同調達におきましては、奈井江町はタブレット、ｉＰａｄを購入するというこ

とで、３６の加盟参加自治体で行いまして、１万９５４台の入札のものになっており、

その入札を３月１８日に実施をしております。その入札結果におきまして、大丸株式会

社が契約の相手方になっております。特段、この共同調達におきましては、スケールメ

リットによってコストを低減できるということですとか、市町村の事務の負担を軽減す

るというところ等に加えて、国庫補助を受けるにあたって、この共同調達に参加するこ

とも条件になっていたということもあり、今回、この共同調達に参加しておりますので、

それに基づいた形でいくと、町の契約は、その１社ということになりましたので、そこ

を理由として随意契約とさせていただいております。 
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●議長 

 よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ──────────────────────────────────── 

日程第６ 議案第４号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時１３分） 

 

●議長 

 日程第６、議案第４号「町有財産の取得について（奈井江中学校タブレット整備事

業）」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

●副町長 

 それでは、議案書の２０ページをお開きください。 

 議案第４号「町有財産の取得について」。 

 下記のとおり財産を取得するため、地方自治法及び奈井江町財産及び契約に関する条

例の規定に基づき、町議会の議決を求める。 

 令和７年４月３０日提出、奈井江町長。 

 記といたしまして、１、取得する財産、奈井江中学校タブレット整備事業。２、契約
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の方法、随意契約による。３、契約の金額、６９７万２,２４０円。契約の相手方、札

幌市白石区、大丸株式会社であります。 

 以上、町有財産の取得についてご説明いたしました。 

 よろしくご審議の上、ご決定をお願いいたします。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ──────────────────────────────────── 

閉会 

 

●議長 

 以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

 これにて、令和７年奈井江町議会第２回臨時会を閉会といたします。 

 皆さん大変ご苦労さまでした。 

 

  ──────────────────────────────────── 

（１０時１５分） 

 

 


